
太良町農業委員会総会議事録

１．開催日時  平成３０年１月１０日（水）午後２時００分

２．開催場所  太良町総合福祉保健センター「しおさい館」２階

３．出席委員 （１９人）

農業委員       （８名）

会長         ８番 秀島 克博

１番 中島ふぢ子

  ２番 山口 秀行

３番 川崎 豊洋

４番 新宮 義晃

  ５番 池田  恵

６番 小川 龍也

７番 水田武次郎

   農地利用最適化推進委員  （１１名）

                 久我 定幸

                 池田 信文

                 木村 覚

                 榊原 照博

                 田口 健一

                 池田 保吉

                 中島 政秀

                 小柳 仲雄

                 内田 秀敏

                 柳瀬 伸博

                 松本 広喜

会  長 会長代理 事務局長 係  長 主  査 係      員



４．議事日程

議案第 ２９号 農地法第３条の規定による許可申請審議について

議案第 ３０号 農業経営基盤強化促進法第 18条第 1項の規定による
農用地利用集積計画の決定について

５．農業委員会事務局職員

   事務局長  永石 弘之伸

   農地係長  中川 博文

   主  査  西村 壽真

６．会議の概要

発言者 内容

議長

事務局

議長

小柳委員

議長

おはようございます。ただ今から第７回総会を開会いたします。

 本日の出席委員は、農業委員８名、推進委員１１名で、定足数に達し

ておりますので、総会は成立しております。

 今回の議事録署名者ですが、４番の新宮委員と５番の池田委員さんよ

ろしくお願いします。

それではさっそく審議に入りたいと思います。

本日の提出議案は、議案第２９号が３件、議案第３０号が２件となって

います。

 それでは議案第２９号、農地法第３条の規定による許可申請審議につ

いて、別紙関係人より許可申請書を受理したので、審議並びに意見を求め

ます。

それでは、１番について、事務局の説明を求めます。

（事務局説明）

 事務局の説明が終わりましたので、調査された、小柳推進委員から調

査報告をお願いします。

譲受人譲渡人と話をし、4 人で現地確認も行いました。譲渡人の土地の
隣に譲受人の土地があり、きちんと耕作をされておりました。もともとみ

かん畑でそれを伐採し、きちんとした畑になっていました。

続いて、私の方から調査報告を申し上げます。



議長

事務局

議長

池田農業

委員

池田推進

委員

議長

議長

事務局

議長

現地確認をしましたが、きれいな畑でみかんを耕作されるとの事で問題

ないと思います。

それでは１番について、ご異議ご意見ございませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、１番は原案どおり認められました。

続きまして、２番について、事務局の説明を求めます。

（事務局説明）

 事務局の説明が終わりましたので、調査された、池田農業委員、池田

推進委員から調査報告をお願いします。

譲渡人と現地確認を行いました。譲受人は今年度からみかんの方もされ

るという事で、今回の話になったとの事でした。

みかんを作りたいという熱意は伝わりました。

 調査報告が終わりました。

それでは２番について、ご異議ご意見ございませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、２番は、許可相当と認められました。

続きまして、３番について、事務局の説明を求めます。

（事務局説明）

 事務局の説明が終わりましたので、調査された、小川農業委員、木村

推進委員から調査報告をお願いします。



小川委員

議長

議長

事務局

会長

新宮委員

池田推進

委員

榊原推進

委員

議長

この案件について、この土地の前にある家が、譲渡人の実家にあたりま

す。譲受人の母が譲渡人の親が亡くなってから、畑として自家消費用の畑

をしておりました。譲受人のところにＵターンで戻ってきた姉の子がいる

のですが、彼に譲渡人の実家を貸すという話が出た際に今回出た土地も込

みでどうでしょうかという話になったという事です。

 調査報告が終わりました。

それでは３番について、ご異議ご意見ございませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、３番は、許可相当と認められました。

続いて、議案第３０号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定

による農用地利用集積計画の決定について、農業経営基盤強化法による賃

借権及び使用貸借権設定について、別紙関係人より許可申請書を受理した

ので、審議並びに意見を求めます。

それでは、１番について、事務局の説明を求めます。

（事務局説明）

事務局の説明が終わりましたので、調査された、新宮農業委員及び池田

推進委員、榊原推進委員から調査報告をお願いします。

双方から話を聞き、現地も確認してまいりました。借り手から貸し手に

作らせてほしいという話です。現地を確認しましたが、放置されている状

況で、借り手が耕作してくれるのはありがたいという話でした。

現地を見ましたが、重機を入れてきちんと整地したいとの事でした。

お隣の農地が借り手の耕作地で、そこの管理も行いたいとの事でした。

それでは１番について、ご異議ご意見ございませんか。

（異議なし）



議長

事務局

議長

新宮委員

木村推進

委員

榊原推進

委員

議長

議長

議長

議長

議長

異議なしと認めます。

したがって、１番は原案どおり認められました。

続きまして、２番について、事務局の説明を求めます。

（事務局説明）

事務局の説明が終わりましたので、調査された、新宮農業委員及び木村

推進委員、榊原推進委員から調査報告をお願いします。

電話にて双方から話を聞きました。双方納得がいっている内容で、現地

の確認も行いましたが、きちんと耕作も行われており、特に問題はなと思

われます。

電話で確認を行いましたが、特に問題はないと思われます。

現在私が少し借りている分がありますが、息子がそろそろ帰ってくると

の事で、現在の方にまとめたいとのお話がありました。来月上がってくる

と思いますが、私も含め、借り手はきちんと耕作しています。

調査報告が終わりました。

それでは２番について、ご異議ご意見ございませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、２番は原案どおり認められました。

以上で、本日の議案の審議ならびに協議事項はすべて終了いたしまし

た。

この際、その他の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いい

たします。

よろしいですか。それでは、以上をもちまして、太良町農業委員会第７

回総会を閉会いたします。



議長 委員の皆様方には、長時間にわたり熱心にご審議いただきありがとうご

ざいました。おつかれさまでした。

上記のとおり記事の顛末を記載し相違ないことを証明するために署名捺印する。

平成３０年 １月１０日

  会    長  秀 島 克 博

議事録署名者  新 宮 義 晃

議事録署名者  池 田  惠


